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１ 

業種別労働災害の推移（東京労働局） 

  平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 

  死傷（人） 死亡（人） 死傷（人） 死亡（人） 死傷（人） 死亡（人） 死傷（人） 死亡（人） 死傷（人） 死亡（人） 

製造業 897  3  865  6  847  6  804 6 746 4 

建設業 1,322  20  1,339  25  1,439  25  1,429 28 1,472 27 

陸上貨物運送事
業 

1,028  3  1,036  4  977  4  1,031 9 1,055 2 

商業 1,385  3  1,497  8  1,607  5  1,637 7 1,542 2 

保健衛生業 706  0  726  0  747  0  826 0 820 1 

清掃･と畜 740  5  823  7  783  6  770 5 861 6 

その他 3,026   16 3,040  17  3,137 23 3,285 24 3,133 12 

合計 9,101  50  9,326  67  9,537  69  9,782 79 9,639 54 

※ 出典：労働者死傷病報告 
※ 平成23年については、東日本大震災を直接の原因とする死傷者・死亡者を除いた数。 

○ 労働災害は、平成２２年～２４年にか
けて３年連続で増加 

 
○ 業種別に見て、陸上貨物運送事業 
   は横ばい 
 

第１２次労働災害防止計画 
（計画期間：平成２５年度～２９年度） 

（計画の主な内容） 

全体目標○ 死亡災害は、過去最少の５３人を下回る。死傷災害
は、８，０００人を下回る。（東京労働局） 
○    災害件数の多い 
  ・陸上貨物運送事業の荷役作業の死傷災害を10％以上削減

（全国目標） 
  ・第三次産業の安全対策に重点的な取組を実施 等 

 １ 労働災害発生状況及び労働災害防止計画 東京労働局労働基準部安全課 



２ 陸上貨物運送事業における労働災害について（全国） 

① 貨物自動車運転者の労働災害は、７割が荷役作業で発生。交通事故は１割弱。 

② 労働災害発生場所は、荷主先等の倉庫などが４割。 

③ 事故の型は、荷台や荷の上からの墜落・転落が最も多く、全体の３割。   
   ※ その他、挟まれ・巻き込まれ（フォークリフトに接触等）約１２％、転倒１４％、動作の反動（腰痛）１４％。    

○ 労働災害の実態 

荷役作業 

69% 

運行作業 

10% 

その他 

21% 

【図１：作業種類別労働災害発生状況】 【図２：労働災害発生場所の内訳】 【図３：事故の型別労働災害発生状況】 

○ 荷役作業の特徴 

① 貨物自動車の運転者が行う荷役作業の多くは、荷主先等で実施。 
   → 所属する陸上貨物運送事業者による直接的な管理監督を離れて作業を実施。 

○ 荷役作業の安全化に向けて 

荷役作業の安全化のための施設・設備の改善には、荷主先等の協力が不可欠。 

② 荷主先等が提供する荷の積み卸し場所の施設・設備等を使って作業を実施。   

墜落・転落, 

28.1% 

転倒, 14.4% 

動作の反動・無

理な動作, 13.6% 

はさまれ・巻き込

まれ, 11.7% 

交通事故（道

路）, 7.5% 

その他, 24.6% 
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陸運業者の構

内, 38.9% 

荷主等の構内, 

44.3% 

その他, 11.2% 
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【平成26年労働災害発生状況】（東京労働局） 

上半期 ⇒ 12月末日速報 主な取組み 

全産業 

死亡 
27人 

（+8人 42.1％増） 
⇒ 

66人 
（+16人 32％増） 

・産業界全体への安全衛生活動の総点検
の要請（103団体に文書要請）  

・労働局、監督署の指導（労働局長等によ
る直接要請等） 

死傷 
3,589人 

（-37人 1.0％減） 
⇒ 

9,106人 
（-1人± 0.0％） 

陸上貨物 
運送事業 

死亡 
3人 

（+3人 300％増） 
⇒ 

8人 
（+6人 400％増） ・トラックからの「墜落」災害防止 

・荷役作業の安全対策ガイドラインの周知
啓発（自主点検の実施） 

 
死傷 

390人 
（-50人 11.4％減） 

⇒ 
893人 

（-131人 11.2％減） 

出典：死亡災害報告、労働者死傷病報告 
注意：「死傷」は、休業４日以上の死傷災害を指す。増減は対平成25年同月比 
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48.4 

60.5 

41.7 

31.4 

調査② 

調査① 

知っている（内容も含めて） 知っている（内容までは知らない） 

知らない 未回答 

調査①：平成25年10月から平成26年３月までの間に、
死傷災害（交通労働災害を除く。）を発生させた陸上
貨物運送事業の事業場であって、事業場規模50人以上
の事業場への調査（全国調査・休業４日以上より抽出） 

調査②：上記調査①を除く、全日本トラック協会会員及
び陸上貨物運送事業労働災害防止協会の会員への調査 

１ 荷役ガイドラインの認知率が低い。 ２ 災害発生場所は、陸運業者の構内、荷主等の構
内がそれぞれ約４割。さらに荷主等は発荷主が
54.3%を占める。 

38.9 44.3 調査① 

陸運業者の構内 荷主等の構内 その他 未回答 

３ 反復・定例的に荷の運搬を請け負っている荷
主の全てと協議の場を設けている陸運業者が
３割いる一方で、２割を下回る荷主としか協
議の場を設けていない陸運業者が調査①で
12.7%、調査②で22.0%を占めている。 

22.0% 

12.7% 

30.7% 

36.3% 

17.8% 

18.6% 

調査② 

調査① 

0～20% 20～40% 40～60% 60～80% 

80～100% 100% 無回答 4 

４ 陸上貨物運送事業における荷役作業に係る労働災害防止の 
 ための自主点検結果概要（全国） 
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５ 荷役作業の安全対策ガイドラインについて（その１） 

「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」（平成２５年３月２５日付け基発
０３２５第１号）の概要 

陸上貨物運送事業者の実施事項 荷主等の実施事項 

１ 安全管理体制面の改善 
 ・荷役災害防止の担当者の指名 
 ・荷役作業の防止の安全衛生方針を表明等 
 ・荷役作業に係るリスクアセスメントの実施 
 ・安全委員会等における調査審議 

 ・反復・定例的に荷の運搬を請け負う荷主等との安全衛生協
議組織の設置  等 

１ 安全管理体制面の改善 
 ・荷役災害防止の担当者の指名 

 ・陸運業業者が行う荷役災害の防止について、荷主等の事業
場の安全衛生方針に盛り込む 等 

 ・陸運事業者が行う荷役作業の安全対策について、荷主等の
事業場の安全委員会等で調査審議 

 ・反復・定例的に荷の運搬を発注する陸運事業者との安全衛
生協議組織の設置  等 

２ 荷役作業における労働災害防止措置の明確化と実施 
（１）基本的な対策 
 ・荷主先等での荷役作業の有無を事前に確認 等 
（２）墜落・転落対策 
 ・作業場所確認、後ずさり作業の禁止、昇降装置の使用 等 
（３）荷役運搬機械、荷役用具・設備対策 
 ・資格の確認、進行方向確認徹底、安全通路の歩行 
 ・ロールボックスパレットの安全な取扱 等 
（４）転倒対策 
 ・台車の使用の促進、耐滑性安全靴の使用 等 
（５）動作の反動、無理な動作対策 
 ・腰痛指針（平成６年９月６日付け基発第547号）の実施 
 ・人力荷役から機械・道具を使った荷役への作業改善 等 
（６）その他の対策 
 ・荷室扉開閉時の荷崩れ防止、パレットの破損状況の確認 等 

２ 荷役作業における労働災害防止措置の明確化と実施 
（１）基本的な対策 
 ・陸運事業者に荷役作業を行わせる場合は事前に通知 
 ・安全な作業手順の省略につながる厳しい着荷時刻としない 
 ・荷役作業場所の改善  等 
（２）墜落・転落対策 
 ・墜落防止設備をできるだけ設置 等 
（３）荷役運搬機械、荷役用具・設備対策 

 ・荷役運搬機械使用のルール（制限速度、通路等）を定めて掲
示 等  
（４）転倒対策 
 ・荷役作業場所の整理整頓、床・地面の凹凸の改善 等   
（５）動作の反動、無理な動作対策 
 ・人力荷役から機械・道具を使った荷役への作業改善 
 ・労働者の負担を減らす荷姿、荷の重量等に改善 等 
（６）その他の対策 
 ・パレットの破損状況の確認 等 5 
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５ 荷役作業の安全対策ガイドラインについて（その２） 

「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」（平成２５年３月２５日付け基発
０３２５第１号）の概要 

陸上貨物運送事業者の実施事項 荷主等の実施事項 

３ 安全衛生教育の充実 
 ・荷役作業従事者に対する安全衛生教育の実施 等 

３ 安全衛生教育の充実 
 ・運送業務を発注する担当者への「自動車運転者の労働時間
等の改善のための基準（平成元年労働省告示第７号）」の周
知 等 

 ※ 貨物自動車の運転者は、拘束時間、運転時間の上限が定
められていることを荷主等の担当者に周知。 

４ 陸運事業者と荷主等との連絡調整 
 ・運送契約時に、荷役作業における陸運事業者と荷主等の役
割分担を明確化 

 ・荷主先等での荷役作業の有無の事前確認（再掲） 

 ・反復・定例的に荷の運搬を請け負う荷主等との安全衛生協
議組織の設置（再掲） 等 

４ 陸運事業者と荷主等との連絡調整 
 ・運送契約時に、荷役作業における陸運事業者と荷主等の役
割分担を明確化 

 ・配送先における荷卸しの役割分担の明確化 

 ・荷役作業の有無、有の場合の荷や使用する荷役運搬機械等
の情報を陸運事業者に通知（再掲） 

 ・反復定例的に荷の運搬を発注する陸運事業者との安全衛生
協議組織の設置。（再掲） 

５ その他 
 ・貨物自動車の運転者に荷役作業を行わせる場合は、休憩時
間を考慮した運行計画を策定 

 ・陸運事業者が他の陸運事業者に業務を請け負わせる場合
は、安全衛生協議組織の設置、作業間の連絡調整、作業場
所の巡視、請負事業者が行う安全衛生教育への支援・指導を
実施 等 

５ その他 
 ・貨物自動車の運転者に荷役作業を行わせる場合は、休憩時
間を考慮して着荷時刻を弾力化。 
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（参 考）荷役作業の墜落・転落防止対策について 

荷台高さ調整用の「後輪載せ台」 
（車両の種類によっても対応可能） 

死角部分へのミラーの設置 
（ミラーの設置で死角方面からの接近が見える） 

検査用プラットフォームの設置 

（トラックの荷台、あおりで行っていた製品出荷
前検査をプラットフォーム上で行い、荷台からの

墜落・転落災害を防止） 安全帯取り
付け設備
の設置 

（作業性が
損なわれ
ない） 
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